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第1部はじめに 第２部 第３部 第４部 第５部

計画の

意義等

現状・課題 将来像 目 標 広域連携プロジェクト 施策群

施策群

施策

施策

施策 個別事業

個別事業

目 標

目 標

広域連携プロジェクト

広域連携プロジェクト

個別事業

施策群

計画の

推進等
・・・

・・・

・・・

・・・

・・・

・・・

・・・

・・・

計画の意義等 ： 計画の意義、計画の位置付け、対象区域、計画期間 などはじめに

現状・課題 ： 圏域の地域構造、圏域の強み・弱み、取り巻く環境の変化、現況への対応方針 など第１部

将来像 ： 課題を踏まえて目指す地域の概括的な方向性第２部

目 標 ： 将来像で示された概括的な方向性を分野ごとに具体化し、計画を通じて目指すべき目標第３部

広域連携プロジェクト ： 目標を達成するために必要な広域性、戦略性、総合性、実効性の全ての性質を備えたプロジェクト第４部

施策施策群 ： 広域連携プロジェクトを推進するための、より具体化された取組が施策、それらを小見出しでまとめたものが施策群

個別事業 ： 各主体が行う施策を構成する最小単位の事業

計画の推進等 ： 多様な主体の参画・協働、他圏域との連携、他計画・施策との連携、計画の進捗管理など、計画の推進に必要な事項第５部

【各項目の内容】

【計画素案（案）の構成】

施策に対する
個別事業を位置付け

○『計画素案（案）』には、広域連携プロジェクトの施策等に対して個別事業など位置付けしている。

計画素案（案）の構成について



中間とりまとめ（案）以降に計画へ反映した内容

○令和７年10月に公表した『新たな北陸圏広域地方計画「中間とりまとめ（案）」』に対して、主に以下に示す内
容について反映を行い、『計画素案（案）』の策定を行っている。

計画素案（案）に反映した主な内容

① 広域連携プロジェクトに関わる個別事業

〇広域連携プロジェクトの施策・施策群に対して、各構成機関への意見照会に基づき、各施策・施策群の推進に関わる主
な個別事業（ハード事業・ソフト事業）として代表事例を計画に反映

② 計画に対する市町村計画提案
〇国土形成計画法に基づき令和７年10月～11月に実施した、北陸圏管内の市町村からの広域地方計画の策定又は変更

に関わる提案を計画に反映

③ 広域リージョン連携

〇令和７年６月に閣議決定された「地方創生2.0基本構想」における政策の１つである「広域リージョン連携」について、
北陸圏に関連する「北陸三県広域リージョン連携」及び「中部広域リージョン」の反映

④ 広域連携観光戦略
〇インバウンド誘客やオーバーツーリズム対策に向けて、広域連携DMO※が司令塔となり地域の実情に応じて柔軟かつ

弾力的に事業を推進するための新たな枠組みである「広域連携観光戦略」の内容を計画に反映

※下記のほか、全国の他圏域と共通を図るための表記の統一などを反映

※DMO（Destination Management/Marketing Organization）：観光地域づくり法人
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【反映を検討予定】 地域未来戦略 （現在、策定中）
〇令和７年11月に内閣に設置された「地域未来戦略本部」で検討が進められている、産業クラスターの形成に関する政策

パッケージの内容について、計画への反映を検討予定



広域連携プロジェクトに関わる個別事業の反映

❚ 反映箇所の例

① 広域連携プロジェクトに関わる個別事業

〇広域連携プロジェクトの施策・施策群に対して、各構成機関への意見照会に基づき、各施策・施策群の推進に関わる主
な個別事業（ハード事業・ソフト事業）として代表事例を計画に反映

道

路

１．国土軸・連携軸の結節機能の強化 （１）道路・鉄道・港湾・空港と産業活動が連携した物流機能の強化

中間
とりまとめ（案）

計画素案（案）

日本海側と太平洋側の連携を強化するため、高規格道路等の地域安全保障のエッセンシャルネットワークの早期形
成を図り、日本海側・太平洋側の二面活用を推進する。

日本海側と太平洋側の連携を強化するため東海北陸自動車道、能越自動車道、中部縦貫自動車道、舞鶴若狭自動
車道、富山高山連絡道路及び金沢能登連絡道路（のと里山海道）等の高規格道路等の地域安全保障のエッセンシャル
ネットワークの早期形成を図り、日本海側・太平洋側の二面活用を推進する。

【PJ８】 日本海側の中枢圏域形成プロジェクト

河

川

２．防災・減災、国土強靱化の更なる強化 （１）災害に強い国土形成

中間
とりまとめ（案）

計画素案（案）

河川改修事業、砂防事業、地すべり対策事業、急傾斜地崩壊対策事業、ダム事業等、さらに、下水道の整備等の都市
浸水対策を推進する。

神通川・梯川・九頭竜川等の河川改修事業、常願寺川水系・手取川水系等の砂防事業、甚之助谷地区などの地すべ
り対策事業、急傾斜地崩壊対策事業及び利賀ダム・足羽川ダム等のダム事業、さらには、下水道の整備などの都市浸
水対策を推進する。

【PJ1】 安全・安心な地域づくりプロジェクト

赤字：計画に反映した箇所
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広域連携プロジェクトに関わる個別事業の反映

❚ 反映箇所の例

港

湾

１．国土軸・連携軸の結節機能の強化 （２）港湾・空港・駅・インターチェンジ等交通結節点の機能強化、アクセス機能の強化

中間
とりまとめ（案）

計画素案（案）

国際物流ターミナル等の機能強化などを推進し、更なる競争力の強化を図る。

伏木富山港、七尾港、金沢港の国際物流ターミナル整備及び敦賀港複合一貫輸送ターミナル整備のほか輪島港避
難港整備事業等により、港湾の機能強化を推進し、更なる競争力の強化を図る。

【PJ８】 日本海側の中枢圏域形成プロジェクト

海

岸

２．防災・減災、国土強靱化の更なる強化 （１）災害に強い国土形成

中間
とりまとめ（案）

計画素案（案）

さらに、津波、高潮、波浪（高波）等による被害等から国民の生命・財産を守る防災機能の強化や、海岸侵食対策や
高潮対策等の防護機能の強化に取り組む。

さらに、津波、高潮及び波浪（高波）等による被害などから国民の生命・財産を守るため、下新川海岸及び石川海岸等の
海岸保全施設整備事業など、海岸侵食対策・高潮対策等に取り組む。

【PJ1】 安全・安心な地域づくりプロジェクト

都

市

１．持続可能な観光地づくり （１）自然・歴史・文化を生かした地域個性の構築と魅力ある観光地の形成

中間
とりまとめ（案）

計画素案（案）

自然環境の保全、歴史的建築物等の保存・修復、食文化・伝統工芸品の継承や新しい価値の創出などにより、

自然環境の保全、歴史的建築物などの保存・修復、金沢城公園の復元整備などの歴史文化の保存再生及び食文化・
伝統工芸品の継承及び新しい価値の創出等により、

【PJ９】 個性豊かな観光地域づくりプロジェクト

赤字：計画に反映した箇所
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計画に対する市町村計画提案の反映

② 計画に対する市町村計画提案

〇国土形成計画法に基づき令和７年10月～11月に実施した、北陸圏管内の市町村からの広域地方計画の策定又は変更
に関わる提案を計画に反映

❚ 国土形成計画法に基づく市町村計画提案について
➣国土形成計画法では、広域地方計画協議会の構成員ではない政令市を除く市町村に対し、同計画で定める施策の効果を一

層高めるために必要な提案を行うことができる制度を設けている。

❚ 北陸圏管内の市町村からの計画への提案

❚ 反映箇所

○福井県敦賀市から頂いたご提案

［圏域をまたぐ防災・物流道路網等の整備促進］

○敦賀市は、北陸圏と関西・中京圏をつなぐ結節点に位置しており、韓国や北海道、九州にも航路を持つ敦賀港を有している。また、北陸新幹
線の当面の間の終着点となっており、道路・港湾・鉄道といった交通網が結節する日本海側の国土軸の要衝である。

○敦賀市の交通結節点の機能を強化することは、北陸圏と他の圏域との連携を強化することにつながる。
○このため、敦賀市では、重要物流道路でもある『国道8号の防災事業』及び『国道161号の除雪拡幅事業』の早期完成・未事業区間の早期事

業化、『舞鶴若狭自動車道の全線４車線化』、『特定利用港湾の指定を踏まえた敦賀港の機能強化』などを求めてきており、さらに新たな
ルートとして『敦賀－高島連絡道路の整備促進』を求めるなど、北陸と関西・中京、日本海側と太平洋側等をつなぐ交通網の多重化・強靭化
を図り、更なる国土の発展や災害時の安全安心などに貢献することを期待している。

１件のご提案

１．国土軸・連携軸の結節機能の強化 （１）道路・鉄道・港湾・空港と産業活動が連携した物流機能の強化

【PJ８】 日本海側の中枢圏域形成プロジェクト 赤字：計画に反映した箇所

計画素案（案）

あわせて、富山外郭環状道路、高岡環状道路、金沢外環状道路及び福井港丸岡インター連絡道路等の幹線道路・臨港道路
の整備のほか、鉄道貨物の更なる活用、敦賀港等における港湾機能施設整備事業及びモーダルシフト促進事業等、港湾・空
港と高規格道路等の国土幹線道路ネットワーク相互のアクセス向上による交通モード間の連携強化により、最適なモーダ
ルコンビネーションの実現を推進する。さらに、日本海側と太平洋側等をつなぐ交通網の強靱化を図り、更なる国土の発展
及び災害時の安全・安心を確保する。
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広域リージョン連携の反映

③ 広域リージョン連携

〇令和７年６月に閣議決定された「地方創生2.0基本構想」における政策の１つである「広域リージョン連携」について、
北陸圏に関連する「北陸三県広域リージョン連携」及び「中部広域リージョン」の反映

❚ 反映の確認結果
・両広域リージョン連携と本計画の内容について、整合がとれていることを確認した。（本計画への追加・変更は無かった）

新しい地方経済・生活環境
創生本部（第５回）資料３

令和７年９月２日
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広域リージョン連携の反映

❚ 北陸三県広域リージョン連携（令和７年10月20日）
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広域リージョン連携の反映

❚ 中部広域リージョン（令和７年11月26日）
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広域連携観光戦略の反映
観光庁関係予算決定概要

令和７年１２月



広域連携観光戦略の反映

④ 広域連携観光戦略

〇インバウンド誘客やオーバーツーリズム対策に向けて、広域連携DMO※が司令塔となり地域の実情に応じて柔軟かつ
弾力的に事業を推進するための新たな枠組みである「広域連携観光戦略」の内容を計画に反映

※DMO（Destination Management/Marketing Organization）：観光地域づくり法人

❚ 広域連携観光戦略について
➣地方誘客、地域周遊・長期滞在を図るため、観光地域づくり法人（DMO）が観光分野における地域の“司令塔”としての役割

を果たせる体制整備・機能強化を図り、中期的な目線に基づくより広域的な戦略の下、関係機関との連携し、地域の実情に応
じた柔軟かつ弾力的な事業推進するための枠組み

❚ 反映箇所の例

１．持続可能な観光地づくり （５）観光地域づくりの体制強化

【PJ９】 個性豊かな観光地域づくりプロジェクト

計画素案（案）

2024年３月の北陸新幹線（金沢・敦賀間）の開業効果を北陸圏全体に波及させるため、北陸圏の魅力を更に磨き上げるとと
もに、コロナ禍による疲弊に加えて令和６年能登半島地震で被災した観光地・観光産業の再生・発展に向けた取組を推進する。
また、観光の恩恵を地域全体に波及させるため、地域一体となった観光地域づくりに向けた体制整備・機能強化を図るとともに、
広域的な戦略の下、関係者とも連携し、地域の実情に応じた柔軟かつ弾力的な事業を推進することにより、地方誘客及び地域周
遊・長期滞在の促進を図る。

計画素案（案）

観光地域づくり法人（DMO）の活動促進にかかる人材育成などマネジメント体制強化により、地域内の観光関連事業者などと
一体となって行う調査、戦略策定、滞在コンテンツの充実及び受入環境整備のほか、業務効率化・省力化、人材不足対策及び
オーバーツーリズムの未然防止・抑制等、交流市場の拡大に関わる取組などを推進する。また、今後、広域連携DMOが主体と
なって策定する「広域連携観光戦略」に基づく周遊観光の促進に向けて、観光コンテンツの造成、受入環境整備及び情報発信・プ
ロモーションの強化等の具体的な取組を進める。

赤字：計画に反映した箇所
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【参考】 地域未来戦略について

【反映を検討予定】 地域未来戦略 （現在、策定中）
〇令和７年11月に内閣に設置された「地域未来戦略本部」で検討が進められている、産業クラスターの形成に関する政策

パッケージの内容について、計画への反映を検討予定

地域未来戦略
（所信演説）“地域を超えたビジネス展開を図る中堅企業を支援し、大胆な投資促進策とインフラ整備を一体的に講ずることで、地方に大規模な投資を呼び込み、地域ごとに産

業クラスターを戦略的に形成していくことで、「地域未来戦略」を推進します。”

地域ごとに産業クラスターを戦略的に形成するとともに、地場産業の付加価値向上と販路開拓を強力に支援

①成長投資促進策と一体のインフラ整備
○中堅・中小企業の投資・ビジネス展開
・中堅・中小等の大規模設備投資への支援
・地域経済全体を底上げする100億企業の創出
・地域を支える中小・小規模事業者の持続的な発展に
向けた支援

・地域波及効果の高い企業への重点支援
○投資と一体での関連インフラ整備・人材育成
・地域毎の投資・インフラ・人材需要を可視化し、必要な措置を検討

○成長投資の促進
・成長投資促進策の検討

【日本成長戦略会議で議論】
※ 別の会議体を中心に検討される予定。

地域ごとに戦略産業クラスター計画を策定
※ 日本成長戦略会議で挙げた戦略分野を中心に、地域のコミットメントを得ながら、知事とも連携し策定。

○GX産業立地
・「GX戦略地域」を選定し、

支援と規制・制度改革を
一体的に措置
【GX実行会議WGで議論】

知事主導で
各都道府県における地場産業の成長プランを策定

国内投資・立地促進に向け法制的な措置を検討

②地域産業のエコシステム形成

○産業用地の確保促進（集積立地の促進）
・産業用地整備に関する金融措置等の検討
・規制見直し（緑地規制、工業用水等）に係る検討

○エッセンシャルサービスの維持向上
・産業の担い手の確保のため､生活関連サービス

供給の持続化の支援枠組みの創設を検討

○地域イノベーション支援
・地方大学発、高専発スタートアップの創出・成長

支援
・地方大学や産総研の産官学連携拠点整備

○人材育成・確保支援
・大企業人材の活用促進（レビキャリ等）
・地域一体での人材育成・確保

❚ 「地域未来戦略」で取り組む内容

❚ 反映箇所(現時点）
第５部 計画の推進等 ー 第２章 計画の実現に向けて ー 第５節 他計画・施策との連携

計画素案（案）

本計画を効果的に実施するため、社会資本整備重点計画及び同計画に基づく北陸ブロックにおける社会資本整備重点計画、
交通政策基本計画、国土強靱化基本計画、国土強靱化実施中期計画、まち・ひと・しごと創生総合戦略、地域の戦略産業クラス
ター計画及び地域産業成長プラン、防災基本計画、国土利用に関する諸計画又は半島地域及び離島の振興に関する方針等の各
種計画と緊密な連携を図る。

地域未来戦略本部（第１回）

資料４参考資料

令和7年12月4日
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【参考】 地域未来戦略について
地域未来戦略に関する関係
副大臣等会議（第２回）資料1

令和８年３月４日
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【参考】 地域未来戦略について
日本成長戦略会議（第２回）資料1-1

令和７年１２月２４日


